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徳
島
県
告
示
第
五
百
八
十
五
号

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

令
和
二
年
九
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住

所

所

在

面

積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

坂
東

秀
春

小
松
島
市
前
原
町
字
元

小
松
島
市
前
原
町
字
弁

一
、
二
一
五
・
〇
〇

村
一
三
番
地

財
天
三
〇
番
一

中
西

信
之

同

字
弁

同

字
開

二
、
三
六
五
・
〇
〇

財
天
二
六
番
地
五

五
一
番
一
ほ
か
一
筆

豊
﨑

達
朗

阿
波
市
阿
波
町
勝
命
北

阿
波
市
阿
波
町
勝
命
二

二
、
三
〇
八
・
〇
〇

八
八
番
地
一

一
八
番
一
ほ
か
一
筆

二

認
可
年
月
日

令
和
二
年
九
月
二
十
五
日



徳
島
県
告
示
第
五
百
八
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
九
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

板
野
郡
藍
住
町

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日

富
吉
土
地
改
良
区



徳
島
県
告
示
第
五
百
八
十
七
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け

た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
次

の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

つ
る
ぎ
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産

部
農
林
水
産
基
盤
整
備
局
森
林
整
備
課
及
び
つ
る
ぎ
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
五
百
八
十
八
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け

た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
次

の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

名
西
郡
神
山
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

神
山
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産

部
農
林
水
産
基
盤
整
備
局
森
林
整
備
課
及
び
神
山
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
五
百
八
十
九
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け

た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
次

の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

海
部
郡
海
陽
町
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産

部
農
林
水
産
基
盤
整
備
局
森
林
整
備
課
及
び
海
陽
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
五
百
九
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
工

事
が
完
了
し
た
こ
と
を
公
告
す
る
。

令
和
二
年
九
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
者

地
域
の
名
称

住

所

氏

名

小
松
島
市
金
磯
町
字
土
手
町
八
〇
番
一

勝
浦
郡
勝
浦
町
大
字
三
溪
字

有
限
会
社
三
溪
商
事

平
山
四
五
番
地

名
西
郡
石
井
町
高
原
字
東
高
原
八
五
番
三
並
び
に

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井

関
西
ハ
ウ
ジ
ン
グ
株
式

八
六
番
一
及
び
八
六
番
六
の
各
一
部
並
び
に
八
六

四
七
九
番
地
一
〇

会
社

番
一
の
地
先
町
有
地

板
野
郡
北
島
町
中
村
字
中
内
二
九
番
一
及
び
三
〇

板
野
郡
北
島
町
中
村
字
河
原

社
会
福
祉
法
人
友
愛
福

番
一

一
一
番
地
三

祉
会



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
五
号

那
賀
町
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
公
職
の
候
補
者
等
が
個
人
演
説
会
等
に
使
用
で
き
る
公
営
施
設
と
し
て
、
次
の
と
お

り
指
定
し
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
九
月
二
十
五
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

芝

山

日

出

髙

施

設

の

名

称

所

在

地

相
生
体
育
館

那
賀
郡
那
賀
町
延
野
字
大
原
一
三
八
番
地

西
納
体
育
館

那
賀
郡
那
賀
町
西
納
字
上
平
間
三
番
地

平
野
体
育
館

那
賀
郡
那
賀
町
平
野
字
妙
見
前
一
番
地
一

延
野
体
育
館

那
賀
郡
那
賀
町
延
野
字
王
子
原
八
九
番
地
一

日
野
谷
体
育
館

那
賀
郡
那
賀
町
大
久
保
字
中
西
二
八
番
地
一

那
賀
町
健
康
セ
ン
タ
ー

那
賀
郡
那
賀
町
延
野
字
王
子
原
三
一
番
地
一

那
賀
町
相
生
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

那
賀
郡
那
賀
町
延
野
字
王
子
原
三
一
番
地
一



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
六
号

徳
島
市
選
挙
管
理
委
員
会
等
か
ら
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
職
の
候
補
者
等
が
個
人
演
説
会
等
に
使
用
で
き
る
公
営
施
設
と
し
て
指
定
し
て

い
た
次
の
施
設
に
つ
い
て
、
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
九
月
二
十
五
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

芝

山

日

出

髙

施

設

の

名

称

所

在

地

徳
島
市
立
木
工
会
館

多
目
的
ホ
ー
ル

徳
島
市
福
島
一
丁
目
八
番
二
二
号

徳
島
県
立
二
十
一
世
紀
館

イ
ベ
ン
ト
ホ
ー

徳
島
市
八
万
町
向
寺
山
一
番
地

ル勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

小
松
島
市
南
小
松
島
町
一
番
一
六
号

阿
南
市
市
民
会
館

大
ホ
ー
ル
、
大
会
議
室

阿
南
市
富
岡
町
北
通
九

下
司
集
会
所

那
賀
郡
那
賀
町
平
谷
字
森
ク
ビ
二
番
地

日
真
集
会
所

那
賀
郡
那
賀
町
日
真
字
日
真
四
七
番
地

上
那
賀
西
体
育
館

那
賀
郡
那
賀
町
大
殿
字
大
北
一
番
地
三

つ
る
ぎ
町
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
半
田
字
田
井
二
○
二
番
地

一
宇
公
民
館

美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
一
宇
字
赤
松
六
番
地
二



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
七
号

徳
島
市
選
挙
管
理
委
員
会
等
か
ら
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
職
の
候
補
者
等
が
個
人
演
説
会
等
に
使
用
で
き
る
公
営
施
設
と
し
て
指
定
し
て

い
た
次
の
施
設
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
九
月
二
十
五
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

芝

山

日

出

髙

施

設

の

名

称

変
更
事
項

変

更

の

内

容

変
更
前

昭
和
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

昭
和
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

名

称

ー

集
会
室
Ａ
・
Ｂ

昭
和
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

集
会
室
Ａ
・

変
更
後

Ｂ徳
島
市
東
富
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

一

徳
島
市
東
富
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ

変
更
前

階
集
会
室

ィ
セ
ン
タ
ー

一
階
集
会
室

名

称

徳
島
市
東
富
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

一

・
二
階
大
会
議
室

変
更
後

階
集
会
室
・
二
階
大
会
議
室

徳
島
市
多
家
良
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

大

変
更
前

徳
島
市
丈
六
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

集
会
室

名

称

セ
ン
タ
ー

和
室

変
更
後

徳
島
市
丈
六
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

和
室

変
更
前

徳
島
市
応
神
町
七
丁
原
二
一
二
番
地
の
一

徳
島
市
立
応
神
公
栄
会
館

所

在

地

一
階
床
室

徳
島
市
応
神
町
吉
成
字
七
丁
原
二
一
二
番
地
の

変
更
後

一

変
更
前

新
浜
交
流
セ
ン
タ
ー

新
浜
交
流
セ
ン
タ
ー

集
会

名

称

室
１
・
２

変
更
後

新
浜
交
流
セ
ン
タ
ー

集
会
室
１
・
２

変
更
前

吉
野
川
市
鴨
島
町
鴨
島
六
九
六
番
地
の
一
四

吉
野
川
市
文
化
研
修
セ
ン
タ

所

在

地

ー

変
更
後

吉
野
川
市
鴨
島
町
鴨
島
六
九
六
番
地
一
四

吉
野
川
市
川
島
町
桑
村
字
北
須
賀
二
二
八
二
七

変
更
前

番
地
一
〇

吉
野
川
市
交
流
セ
ン
タ
ー

所

在

地

変
更
後

吉
野
川
市
川
島
町
桒
村
二
八
二
七
番
地
七
〇

変
更
前

吉
野
川
市
山
川
町
字
翁
喜
台
九
五
番
地
の
一

吉
野
川
市
ア
メ
ニ
テ
ィ
セ
ン

所

在

地

タ
ー

変
更
後

吉
野
川
市
山
川
町
翁
喜
台
九
五
番
地
一



変
更
前

吉
野
川
市
美
郷
中
筋
一
九
四
番
地
の
一

吉
野
川
市
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ

所

在

地

ー

変
更
後

吉
野
川
市
美
郷
中
筋
一
九
四
番
地
一

変
更
前

阿
波
市
西
条
字
宮
ノ
前
二
七
番
地
の
一

吉
野
中
央
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ

所

在

地

ー

変
更
後

阿
波
市
吉
野
町
西
条
字
宮
ノ
前
二
七
番
地
一

変
更
前

阿
波
市
西
条
字
東
須
賀
九
四
番
地
の
三

吉
野
一
条
ふ
れ
あ
い
会
館

所

在

地

変
更
後

阿
波
市
吉
野
町
西
条
字
東
須
賀
九
四
番
地
三

変
更
前

阿
波
市
柿
原
字
高
畑
一
一
九
番
地
の
一

吉
野
柿
原
ふ
れ
あ
い
会
館

所

在

地

変
更
後

阿
波
市
吉
野
町
柿
原
一
丁
目
一
一
八
番
地

変
更
前

阿
波
市
西
条
字
大
西
六
番
地
の
一

吉
野
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

所

在

地

変
更
後

阿
波
市
吉
野
町
西
条
字
大
西
六
番
地
一

変
更
前

阿
波
市
西
条
字
大
西
二
八
番
地

吉
野
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

所

在

地

ー

変
更
後

阿
波
市
吉
野
町
西
条
字
大
西
二
八
番
地

変
更
前

阿
波
市
土
成
字
漆
畑
一
七
七
番
地

土
成
農
業
者
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

所

在

地

セ
ン
タ
ー

阿
波
市
土
成
町
土
成
字
漆
畑
一
七
七
番
地
一
・

変
更
後

一
七
七
番
地
二

変
更
前

阿
波
市
土
成
字
丸
山
四
六
番
地
の
一

阿
波
市
立
土
成
歴
史
館

所

在

地

変
更
後

阿
波
市
土
成
町
土
成
字
丸
山
四
六
番
地
一

変
更
前

阿
波
市
東
原
一
七
三
番
地

阿
波
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ

所

在

地

ー

変
更
後

阿
波
市
阿
波
町
東
原
一
七
三
番
地
一

変
更
前

阿
波
市
上
野
段
三
八
八
番
地

市
場
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

所

在

地

ー



変
更
後

阿
波
市
市
場
町
市
場
字
上
野
段
三
八
八
番
地


